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５．政策目標達成のための総合的な水道施策の推進

４に述べた政策目標を達成するため、以下に示す５つの施策群からなる課題解決

型の総合的施策を推進するものとする。

図５－１ 水道ビジョンの施策群

（１）水道の運営基盤の強化

現在及び将来の需要者に対し、安心して飲める水を安定的に適切な負担で供給す

るため、経営・技術の両面にわたり運営基盤の強化を図る。

ア．新たな概念の広域化の推進

量的な充足から質的な向上へと、維持管理の重要性が増している一方で、個々の

水道事業者では、財政面でも技術者の確保の面でも今後ますます対応が困難な状況

になることが予想される。このように、個々の事業や地域が抱えている現在及び将

来の課題に効果的に対応しつつ、需要者に対する給水サービスの質の向上を目指し

ていくためには、従来の広域化・統合政策を改め、より効果的に安全度・安定度を

維持・向上させるような新たな広域化施策が求められている。例えば、施設は分散

型であっても経営や運転管理を一体化し、経営や運転管理レベルの向上に資するよ

うな、いわば集中と分散を組み合わせた水道システムの構築が考えられる。

このため、地域の自然的社会的条件に応じて、施設の維持管理を相互委託や共同

委託することによる管理面の広域化、原水水質の共同監視、相互応援体制の整備や

資材の共同備蓄等防災面からの広域化等、多様な形態の広域化を進める。

なお、水道用水供給事業等の形態により既に広域化がなされている地域において

も、運営基盤の強化や事業の効率化が図れると判断される場合には、水源から給水

栓に至るまでの一貫した体制の強化・整備を図る。
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イ．新たな社会情勢に対応した最適な事業形態の選択

水道の運営形態をめぐっては、政府の総合規制改革会議などの場で、民営化も含

めた議論がなされている。最近、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律（ＰＦＩ法）の制定、水道法改正による第三者委託制度の導入、地

方自治法改正による公の施設に係る指定管理者制度の導入、地方独立行政法人法の

制定等様々な制度面での対応がなされ、水道事業者相互や民間業者との間で様々な

形態による連携が可能となっているが、その形態にはそれぞれ特性があり、各々の

水道事業の抱える課題に対応するために最適な運営形態をいかに選択していくべき

か、需要者へのサービスという視点から幅広い検討を行う。

その際、水道の運営管理は、本来、運営に責任を有する水道事業者が自ら行うべ

き業務であるとの認識に立ち、水道事業者間の統合や水道用水供給事業者との統合

等市町村を越えた広域化、さらには、都道府県、市町村、民間部門のそれぞれが有

する長所、ノウハウを有効に活用した連携方策を推進し、その相乗効果により、事

業の効果、効率性、需要者の満足度を高めていくものとする。特に小規模な水道事

業において運営管理の共同化等により確実な管理体制を整備していくため、事業形

態の在り方等を検討する場合の支援ツールの充実等を図る。また、民間部門が参画

する場合、所期の目的が達成されているか否かを第三者機関によって客観的に評価

する仕組みの検討を行う。

なお、現在の我が国の水道事業は、水道法に基づく一定の規制の下で運営されて

おり、事業認可、水質基準や施設基準の遵守、行政による立入検査、料金の届出や

認可等の規制体系が、社会経済情勢の変化に応じて適切に運用されるよう検討を行

う。

ウ．中長期的財政収支に基づく計画的な施設の整備・更新

過去に整備された施設の老朽化に伴う更新需要が増大している一方で、我が国の

総人口の減少や高齢化の一層の進展による国民の負担能力の減少が見込まれる上

に、水道施設整備への投資額が減少傾向にある。このような中で、計画的に整備・

更新を行う「持続可能な水道施設」を実現するため、需要者の理解を得つつ、現在

及び将来の需要者の負担の公平性の視点に立った中長期の施設整備や更新の見通し

及び財政見通しを立て、社会情勢の変化に適切かつ迅速に対応する。中長期的な計

画に立脚した水道施設の整備・更新は、道路部局等との連携を容易にし、大きなコ

スト縮減効果が期待される。

計画的な施設の整備・更新の実施に当たっては、これを着実に実践するためのコ

ンプライアンス（各種法規制の遵守）体制を確立するべきであり、このために必要

。 、 、 、な制度の構築等を行う また 持続可能な経営のためには 内部留保資金を確保し

建設改良財源へ自己資金の投入比率を高めることが必要であり、そのための検討を

行う。

数十年に一度の機会である施設の整備・更新の費用対効果を高めるため、必要に

応じて周辺の水道事業との広域連携を図りつつ、地域全体のマスタープランを策定
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して施設配置の最適化を図るとともに、施設の効率的な改築更新技術や、資機材等

の長寿命化に係る技術の開発を強力に進める。

また、災害対策や環境保全への取り組みは、料金の増収に直接結びつきにくいた

め、厳しい財政状況下で取組が進捗していない事業も多いが、施設の老朽化は、災

害や事故等への脆弱性を高め、災害時の被害を極めて大きくする可能性があり、ま

た、環境保全対策の遅れは、施設の運転に係る経費の増大等をもたらすなど、長期

でみた場合に結果として多大な支出を生じさせるものであることから、施設の更新

期に合わせて計画的に災害・事故対策や環境保全対策に係る施設整備を行うなど、

総合的な対策の効率的実施を促進する。

さらに、既存施設を最大限に活用し、維持管理を適切に行い、計画的な施設更新

を効果的に実施するため、技術者の育成、確保、継続的教育の実施を促進する。

なお、過疎地域等の施設整備の効率性が悪い地域については、適切な財政的支援

措置を確保しつつ、施設の効率的で適切な管理、更新等の技術的側面についての支

援等についても特段の配慮を行う。

また、現在の水道事業の認可制度においては、給水区域の拡張や給水人口・給水

量の増加等を変更認可の要件にして、認可手続きの都度、事業計画の妥当性を評価

することとなっているが、今後、機能向上やダウンサイジング時代への対応を目的

とした大規模な水道施設の再構築等を行う事業計画を立案する事業者が増加するこ

とも予測され、こうした現行の変更認可要件に合致しない大規模な事業計画の妥当

性を評価する仕組みの検討を行う。さらに、施設及び運営状態の診断・評価手法を

検討し、事後評価制度の導入を検討する。

エ．公平で適正な費用負担による給水の確保

多くの水道事業では累積欠損金を抱えており、また、規模の小さな事業体ほど営

業収益に対する累積欠損金の割合が高くなる傾向にある。各水道事業では、コスト

縮減をより一層進めるとともに、受益者負担の原則に立ち、需要者の理解を得て適

正な料金水準となるよう努力する。

水道事業の多くが市町村単位の小さな規模で実施されてきた結果、地形的な要因

に加え、水道ごとの成り立ちや水源、需要構造等の違いを背景として、災害時の対

応や供給する水の水質等のサービス内容、料金などの面で格差が生じており、特に

水道料金制度については、近年の需要構造の変化への対応や事業の一層の効率化の

推進の観点から見直しの必要性が指摘されている。このため、将来の需要動向を踏

まえた現在の水道料金体系の再検討が課題となっており、サービスの対価としてみ

た場合の節水インセンティブの付与、負担の公平性、また、経営効率化等の視点か

ら、既存の基本水量制の在り方、逓増型料金体系等の見直し、さらに新たな価格決

定方式の導入についても幅広く検討していく。

以上の課題に対応するため、以下の施策を推進する。


